
豚、家きん及び魚介類に由来する原料を混合したたん白質の飼料利用に係るリスク管理措置概念図（案）

注：肥飼検とは肥飼料検査所のことである。
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　　　　　   化製場

・製造工程の完全分離
・器具、器材の専用化
・出荷容器の専用化
・行政機関への販売先届出
　　　（～平成１７年３月）

混合肉骨粉
原料混合肉骨粉製造工程

牛肉骨粉製造工程

豚肉骨粉製造工程

魚介類原料混合肉骨粉製造工程

　　　　　と畜場

・と畜ラインの分離
・器具、器材の専用化
・保存、出荷容器の専用化
・混載する場合は、血液等に

　よる汚染防止措置

      食肉処理場等

・食肉処理区域等 の分離
・器具、器材の専用化
・保存、出荷容器の専用化
・混載する場合は、血液等
　による汚染防止措置
・カットする豚枝肉は、牛枝肉

　等の接触がないもの

豚処理ライン

豚処理ライン

牛処理ライン

　　　　　配合飼料工場

・牛用飼料の製造工程の完全分
離
・牛用飼料の容器の専用化

豚・鶏用飼料製造工程

牛用飼料製造工程

焼 却

　　ソフト面の条件
・作業マニュアルの作成
・確認又は分別責任者の設置
・分別、保管状況、搬出時のチェック
・確認状況の記録、保管
・原料供給管理票の添付
・化製場等の契約内容遵守状況調査
　の受入

　　ソフト面の条件
・製造基準の遵守
・牛用飼料製造工程が分離された飼料工場のみ出荷
・と畜場等の契約内容の遵守状況の定期的確認
・製造・品質管理者の設置
・法５２条に規定する帳簿、原料供給管理票
　及び回付された肉骨粉等供給管理票の保管（８年間）

　　ソフト面の条件
・製造基準、ガイドラインの遵守
・供給管理票の添付された豚肉骨粉のみ豚、
鶏用飼料に使用
・牛・豚鶏用飼料について表示
・法５２条に規定する帳簿の保管（８年間）

畜産農家

　　　　チェック体制
・地方農政事務所の適合性
　確認調査（大臣確認時）
・化製場による定期的な適合
　性確認調査

　　　　　　チェック体制
・大臣確認制度の導入
　（ハード、ソフトを現地で肥飼料
　検査所が確認）
・肥飼検による年１回以上の立入
　検査（製品の抜き取り）
・業者の原料、製品の自主検査

　　　　　チェック体制
・肥飼検による年1～２回の立入
　検査（製品・原料の抜き取り）
・業者の原料、製品の自主検査

　　ソフト面の条件
・使用の方法の基準（省令）
　牛への豚肉骨粉等の給与の禁止
・給与飼料の記帳（努力義務）
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守の徹底

　　　　　チェック体制
・都道府県による立入検査

製品原料検査

牛用飼料
検 査

　　　 食鳥処理場

・器具、器材の専用化
・保存、出荷容器の専用化
・混載する場合は、血液等に

　よる汚染防止措置

家きん処理ライン

スーパー、水産加工場

・器具、器材の専用化
・保存、出荷容器の専用化

・混載禁止

魚介類処理ライン

豚・鶏飼養農家

牛飼養農家

牛処理ライン

原料検査
各原料収集先
及び化製場

　　魚粉製造事業場

・製造工程の完全分離
・器具、器材の専用化
・出荷容器の専用化

※魚介類単体のため契約は不要
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